
令和５年度 新たに利用定員を設定する教育・保育施設について 

１．趣旨 

  特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、「子ども・子育て会議」の意見

を聴取する必要がある旨、子ども・子育て支援法第31条第２項及び第４３条第３項（別紙２※

１参照）に規定されていることから、令和 5 年度に新たな利用定員の設定をすることについてのご意

見を伺うものです。 

 

２．新たに定める利用定員について 

   令和５年度４月に堺市において新たに定める利用定員は表１のとおりとなります。新たに開園する

施設の詳細については、別紙１の「１．令和５年度新規開園施設について」をご参照ください。 

表１：令和５年度新たな利用定員（人） 

区 
新たな利用定員を

設定する施設数 

 

１号 ２号 
３号 

(1,2 歳) 

３号 

(0 歳) 
計 

堺 3 施設 0 95 49 10 154 

中 2 施設 0 57 4 4 65 

東 0 施設 0 0 0 0 0 

西 0 施設 0 0 0 0 0 

南 0 施設 0 0 0 0 0 

北 2 施設 15 122 60 12 209 

美原 0 施設 0 0 0 0 0 

全市 7 施設 15 274 113 26 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．堺市子ども・子育て総合プランにおける令和５年度必要整備量について 

   「堺市子ども・子育て総合プラン」とは、子ども・子育て支援法第６１条（別紙２※２参照）にお

いて策定することとされている「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、堺市においては、令和２

年３月に策定しています。本計画において、量の見込み（ニーズ）や供給体制の確保方策を設定し

ています。 堺市における令和５年度必要整備量は表２のとおりです。なお、必要整備量とは量の見

込み（ニーズ）に対し、整備を必要とする受け入れ枠の量です。「量の見込み（ニーズ）」は、主に

過去３か年の傾向などから予測された令和５年度の就学前児童数に特定・教育保育施設への申

込率を乗じて算出しています。なお、表２については、令和４年度に見直しを行った必要整備量であ

り、令和５年 4 月確定予定の整備量となります。 

【１～３号の認定区分について】 

１号（認定）児童・・・・満３歳以上で、保育に必要な事由（保護者の就労、妊娠、

出産、疾病、障害など）がなく、教育標準時間 4 時間程度で通園する児童。 

２号（認定）児童・・・満３歳以上で、保育に必要な事由があり、保育標準時間（原

則 11 時間以内）や保育短時間（原則 8 時間以内）で通園する児童。 

３号（認定）児童・・満３歳未満で、保育に必要な事由があり、保育標準時間（原

則 11 時間以内）や保育短時間（原則 8 時間以内）で通園する児童。 

 



表２：堺市における令和５年度必要整備量（人） 

区 

 

１号

※ 
２号 

３号 

(1,2 歳) 

３号 

(0 歳) 
計 

堺 - 0 32 0 32 

中 - 0 0 0 0 

東 - 0 36 0 36 

西 - 0 0 0 0 

南 - 0 0 0 0 

北 - 0 0 0 0 

美原 - 0 12 0 12 

全市 - 0 80 0 80 

 
※１号の必要整備量は事業計画上、量の見込みに対して供給量が大幅に上回っているため、表示し

ておりません。（全区域において、供給過剰となっています。） 

 

４．令和５年度新たな利用定員と必要整備量との差について 

   表 1 における令和５年度新たな利用定員から表２における令和５年度必要整備量を差し引い

た量は表３のとおりとなります。保育需要の動向を注視しながら受入れ枠の確保に取り組んだため、

一部の区域・号において、必要整備量に達していませんが、結果としては、令和３年・４年と２年連

続で待機児童数「０人」を達成しています。受け入れ枠の確保については、引き続き保育需要の動

向を注視しながら取り組んでいきます。（下表において、▲で表示されている箇所が、必要整備量に

達していない部分です。） 

なお、必要整備量を満たしているにも関わらず、新たな利用定員を設定している区域・号があるの

は、令和４年度に見直しを行う前の必要整備量に基づき、令和３年度に公有財産を活用するなど

して新たな施設の設置及び運営法人の公募を行ったこと、また公募以外の施設については、事業者

からの申請に基づき、認可を行うものであり、認定こども園法等の規定上、「子ども子育て支援事業計

画に支障があると認められる場合は、認可しないことができる」とあるものの、現在の必要整備量の状

況からは、子ども・子育て支援事業計画に明確な支障があると認められるものではないことから基準を

満たす施設について認可を行うことによるものです。 

表３：必要整備量との差（人）

区 

 

１号 2 号 
３号 

(1,2 歳) 

３号 

(0 歳) 
計 

堺 - 95 17 10 122 

中 - 57 4 4 65 

東 - 0 ▲ 36 0 ▲ 36 

西 - 0 0 0 0 

南 - 0 0 0 0 

北 - 122 60 12 194 

美原 - 0 ▲ 12 0 ▲ 12 

全市 - 274 33 26 333 


